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＜認定取得に向けてのポイント③＞

先進的な取組

東京都知事指定第三者評価機関
公益財団法人 東京都環境公社 優良性認定評価室

産廃エキスパート 産廃プロフェッショナル

優良性基準適合認定制度 申請説明会

＜産廃エキスパート対象＞



「先進的な取組」の評価項目で今回説明するポイント

① 認証取得・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・書面の提出 ＜令和５年 内容変更＞

② 環境に配慮した経営・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・現地審査   ＜令和５年 内容変更＞

③ 技術の開発・研究 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 書面の提出＋現地審査  ＜令和５年 内容変更＞

④ 自動車環境対策・重機等の環境対策・・・・・・・・・・・・・・書面の提出＋現地審査 ＜令和５年 新設＞

⑤ 省資源・省エネルギーへの取組 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・書面の提出＋現地審査 ＜令和５年 内容変更＞

⑥ 地球温暖化対策に係る計画書又は報告書の作成提出 ・・・・・・・・・ 書面の提出
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「先進的な取組」の評価項目について

■ 先進的な取組は、産廃エキスパートを取得するために必要な項目です。
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【審査の基準及び内容】

１．ISO14001、エコアクション２１又はエコアクション２１と相互認証されている認証制度の認証を受
けていること。

【提出書類】

登録証等の写し（有効期限内のもの）

・認証取得

評価基準表  「先進的な取組」の評価項目について
収運（積保除く）自己評価表番号 ２３
収運（積保含む）自己評価表番号 ３１
中間処理業   自己評価表番号 ３８

書面審査項目 

令和5年度から
内容変更



【現地審査】
環境情報を総合的に取りまとめた定期報告書を用意して下さい。
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収運（積保除く）自己評価表番号 ２４
収運（積保含む）自己評価表番号 ３２
中間処理業   自己評価表番号 ３９

現地審査項目 
・環境に配慮した経営

【審査の基準及び内容】
１．環境に関する基本方針を定め、以下①を作成し公開していること。
①環境に関する報告書であって、事業者が自ら事業活動に伴う環境負荷の状況や環境配慮の取組などの
環境情報を総合的に取りまとめた定期報告書（例：CSR報告書、環境報告書、LCA分析結果表等）

※「公開」とは報告書等の冊子・印刷物、CD等の媒体を配布していること。
又はWebサイトで該当する情報を掲載していることをいう。 令和5年度から

内容変更

評価基準表  「先進的な取組」の評価項目について
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（参考）環境報告書とエコアクション21に係る環境経営レポートについて

環境報告書は、事業者による環境配慮経営の状況をステーク ホルダーに説明する目的で作成されるも
のです。そのため、経営者自ら が環境配慮の方針・目標・行動計画等を明言し、環境負荷の状況や環境 

負荷を削減・管理するために実施された取組内容・実績等を記載して、社会に対する説明責任を果たしま
す。

出展：環境報告書記載事項等の手引き（第3版）

https://www.env.go.jp/policy/j-hiroba/04-4.html

環境報告書については、環境省のWebページより、作成ガイドが示されていますので参考にしてください。

「エコアクション21」に規定する「環境経営レポート」の要件を満たして作成・公表されたものは、環境報告
書の範疇に含まれるものとしています。
そのため、エコアクション21を取得されている方は、環境経営レポートを評価の対象とすることができます。

エコアクション２１の環境経営レポートについて
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収運（積保除く）自己評価表番号 ２５
収運（積保含む）自己評価表番号 ３３
中間処理業   自己評価表番号 ４０

書面・現地審査項目 

・技術の開発・研究（AIやITを活用）

【審査の基準及び内容】
収集運搬業・中間処理業における作業の効率化や適正処理を推進するために、
「AI」や「IT」などを活用して、技術の開発・研究に取り組んでいること。

【提出書類】
作業の効率化や適正処理の推進に取り組んでいることが確認できる書面の概要
①開発・研究や改善・創意工夫を行うに至った背景・動機
②どのような対応をしたか、AIやITの活用はできたか。
③導入前に比べて、導入後にどのような結果・効果が得られたか。（具体的に図や表で示す。）
④結果・効果をどう判断したか。（成功例や課題）
⑤今後の課題や展望

【現地審査】
作業の効率化や適正処理の推進に取り組んでいることが確認できる書面等
（企業秘密に触れるような情報については適宜省略を可能とします。）

＜創意・工夫も加点対象です！＞

小さな事であっても、困りごとを見つけ、
どうずれば「AI」「IT」と使って作業の効率化や適正処理の推進を図れるのか、

日々行っている改善や今後取り組もうと計画していることを書いて提出してください。

評価基準表  「先進的な取組」の評価項目について

令和5年度から
内容変更



① 収集コンテナの開発・・・8㎥コンテナを廃材容器に使用していたが、IoTを活用した3㎥の回収容器を開発し、ごみ種ごとに回収で
 きるようにして、リサイクル率を向上させた。

② コンテナ積込運搬の改善・・・1tコンテナを縦に積込み出荷していたが、高くなりすぎ運搬時に危険であったため、ITを活用してリ
スク分析を行い安全に積込み運搬ができるようにコンテナの改善を実施した。

③ 業務管理の電子化の構築・・・総合運行管理システムを構築し、配車計画の効率化・精度向上・運転日報作成自動化などに取組ん
だ。

④ 保冷車両荷室の改造等・・・荷室の床改造及びIoT設置で、温度等を管理することにより腐敗防止等の衛生管理の向上を図った。
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収運（積保除く）自己評価表番号 ２５
収運（積保含む）自己評価表番号 ３３
中間処理業   自己評価表番号 ４０

書面・現地審査項目 

・技術の開発・研究（AIやITを活用）

（取組の例）
【事務面】・処理契約における電子契約の活用、電子マニフェストの活用

※導入だけでは評価されません。「検証」が必須です。
（①導入に至った経緯 ②導入前と導入後の変化＜数値化＞ ③成功例や課題④今後の取組）

【処理面】・AIを活用した収集作業の効率化、ICタグ等を活用した廃棄物の追跡など
（①導入に至った経緯 ②導入前と導入後の変化＜数値化＞ ③成功例や課題④今後の取組）

【その他】・安全性又は効率性に係る改善の実施など
（①導入に至った経緯 ②導入前と導入後の変化＜数値化＞ ③成功例や課題④今後の取組）

【改善、創意工夫例】

評価基準表  「先進的な取組」の評価項目について
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１.「エコドライブのすすめ10ヶ条」（エコドライブ普及連絡会制定）等に定めるエコドライブの徹底に
  取り組んでいること。

２.低公害・低燃費型（低排出ガス車、ＣＮＧ車、ハイブリッド車等）の運搬車両や重機※を導入してい
ること。
※重機については積替え保管含むの場合が対象

３.ZEV（営業車両も含む。）を導入していること。かつ、インターネット上で情報公開していること。

収運（積保除く）自己評価表番号 ２６
収運（積保含む）自己評価表番号 ３４
中間処理業   自己評価表番号 －

書面・現地審査項目 
・自動車環境対策（収集運搬業）

【審査の基準及び内容】

【提出書類】
①「自動車環境管理計画書制度」の対象となっている方は、
都に提出した自動車環境管理計画書制度の実績報告書の写し。
別途、評価小項目のインターネット情報公開②「運搬車に係る低公害車の導入の状況等」
を提出していること。

【現地審査】
以下①を用意して下さい。
①エコドライブの取組状況が確認できる書面（教育実施記録等）

取組のうち、いずれか一つだけでも
審査させていただきます。

令和5年度から

新設

評価基準表  「先進的な取組」の評価項目について
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自動車環境管理計画書制度とは

東京都では、自動車環境管理計画書制度を条例で定めています。（都民の健康と安全を確保
する環境に関する条例第28条～第36条）
対象者は都内において30台以上の自動車を使用する事業者で、令和4～令和8年度の計画書
の提出及び毎年度の実績報告書の提出が義務付けられています。

ZEVとは

ZEV(ゼロエミッション・ビークル)とは、走行時に二酸化炭素等の排出ガスを出さない電気自動車（EV）や燃
料電池自動車（FCV）、プラグインハイブリッド自動車（PHV）のことです。
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【審査の基準及び内容】
１．中間処理施設で使用する重機において、低公害型重機（特殊自動車）を導入していること。
２．施設で使用する低公害型重機の導入状況表を自社Webサイトで公開していること。自社以外のWeb

サイトで公開されている場合は、自社Webサイトから該当する画面にリンクしていること。
３．２．の項目は、変更後遅延なく更新していること。
４．重機（特殊自動車）の稼働時には、環境に配慮していること。

【提出書類】
①自社Webサイト上で施設で使用する低公害型重機の導入状況表を公開していることが分かる画面の写し
（１ページ）
②他社Webサイト上で施設で使用する低公害型重機の導入状況表が公開されている場合は、自社Webサイト
からリンクしていることが分かる画面の写し（画面上のリンク箇所に赤で丸印囲いしたもの。）

【現地審査】
以下①及び②を用意して下さい。
①導入している低公害型重機が確認できる書面（仕様書等）
②重機の稼働時の環境対応が分かる書面

収運（積保除く）自己評価表番号 －
収運（積保含む）自己評価表番号 －
中間処理業   自己評価表番号 ４１

書面・現地審査項目 
・重機の環境対策（中間処理業のみ対象）

評価基準表  「先進的な取組」の評価項目について

令和5年度から
新設
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収運（積保除く）   自己評価表番号  －
収運（積保含む）  自己評価表番号 －
中間処理業     自己評価表番号 ４１

書面・現地審査項目 
・重機の環境対策（中間処理業）

重機の導入状況の公開例

評価基準表  「先進的な取組」の評価項目について
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収運（積保除く）自己評価表番号 ２７
収運（積保含む）自己評価表番号 ３５
中間処理業   自己評価表番号 ４２

書面・現地審査項目 
・省資源・省エネルギーへの取組

【審査の基準及び内容】
１．過去3年以内に東京都又は一般財団法人省エネルギーセンターの実施する省エネに係る診断
を受けていること。
２．事業の運営過程において省電力、節水を考慮するなど、省資源・省エネルギーに取り組んでい
ること。

【提出書類】
①省エネルギー診断報告書の表紙及び総括の写し。

【現地審査】
以下①を用意して下さい。
①省資源・省エネルギーに取り組んでいることが分かる書面

取組のうち、いずれか一つだけでも審査させていただきます。

令和5年度から
内容変更

評価基準表  「先進的な取組」の評価項目について



「省エネ最適化診断」
実施主体：（一財）省エネルギーセンター
診断料：有料

＜省エネ診断について＞

「省エネ診断」
実施主体：クール・ネット東京
診断料：無料

専門員に事業所の取組を見てもらい、診断結果や省エネへの取組のアドバイスを受けられます。
事業所の省エネを更に推進したい方は利用してみてください。
詳細は、実施主体のWebサイトをご確認ください。
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〇環境確保条例に規定する地球温暖化対策報告
書制度における報告書を作成し、提出している。

〇大規模事業所については、総量削減義務と排
出量取引制度における地球温暖化対策計画書を
作成し、東京都に提出している。

① 都に提出している計画書又は報告書の写し
（受領印のあるもの）

② 提出した報告書が公表されている環境局の
公開画面の写し

提出書類：計画書

提出書類：報告書

収運（積保除く）自己評価表番号 ２８
収運（積保含む）自己評価表番号 ３６
中間処理業   自己評価表番号 ４３

書面審査項目 
・地球温暖化対策に係る計画書又は報告書の作成提出

【審査の基準及び内容】

【提出書類】①または②

評価基準表  「先進的な取組」の評価項目について
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【例①】
都に提出している報告書の写し（受領印のあるもの）

提出書類【見本】 【例②】
提出した報告書が公表されている環境局の公開画面の写し

直近年度が公表され
ていること

自社の名前を入
力して「検索」をク
リック

環境局のHP「地球温
暖化防止対策報告の
提出事業所の公表」
画面から検索画面に
ジャンプできます

こ
の
画
面
の
写
し
を
提
出

※受領印を押した報告書は、提出時に「優良認定の

提出書類」として使う旨を言っていただければもらえる
そうです。

【問合せ先】東京都地球温暖化防止活動推進センター（愛称：クール・ネット東京）
地球温暖化対策報告書制度ヘルプデスク ℡ 0570-03-3517 平日9：00～17:45
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チェックをいれて確認してみてください。

・「認証取得」登録証は申請する業の区分が対象であり、有効期間内か。

・環境に配慮した経営現地審査書類は揃っているか。

・「技術の開発・研究」の提出書類は揃っているか。

・「自動車環境対策・重機等の環境対策」の提出書類は揃っているか。

・「省資源・省エネルギーへの取組の必要書類は揃っているか。

・ 「地球温暖化に係る計画書又は
報告書」の提出書類は揃っているか。

・上記以外の先進的な取組の項目に不備がないか。

評価基準表  「先進的な取組」の評価項目について



書類を作成するにあたり、ご不明な点等がありましたら、ご遠慮なく事務局までご連絡をください。

ご視聴いただきありがとうございました

携帯・スマートフォンの場合は、右側ＱＲコードから
直接優良性のホームページにアクセスできます。

【問合せ先】
東京都知事指定第三者評価機関

（公財）東京都環境公社 優良性認定評価室
MAIL:yuryo-nintei@tokyokankyo.jp

TEL:03-3644-1381

産廃エキスパート 産廃プロフェッショナル

優良性基準適合認定制度 申請説明会

出典
・優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル
（平成２３年３月（令和2年10月）改訂 環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課）
・優良産廃処理業者認定制度「事業の透明性」における公表情報の作成ポイント
（公財）産業廃棄物処理事業振興財団企画部優良化事業推進チーム
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